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同旨 害

@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下［業務」 とい

う。 ）に関する平成30年4月2日付け契約（単価契約）について, @nifty会員規約,@nifty
法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか，以下の条項によりお請けします。

（業務の名称，内容等）

第1条業務の名称，内容，期間及び料金は,次のとおりとする。

（1）名称@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用

（2） 内容別表のとおり

（3） 期間平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（4） 料金別表のとおり

（代金の支払）

第2条富士通株式会社（以下「受注者」 という。 ）は，期間開始日の属する;月の翌月以降，毎

月遅滞なく，前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2最高裁判所（以下「発注者」 という｡ ）は‘前項の支払請求書を受理した日から起算して3

0日以内に,受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

（その他）

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議して定める

ものとする。

平成30年4月2 日

Ｉ

東京都港区東新橋一丁目

富士通株式会社

官公庁営業本部

官庁第三統括営業部長

5番2号受注者代理人

●
最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿
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｢@nifty｣利用契約サービス一覧

インターネット接続サービス(プロバイダ利用料等）①

利用局課 内訳番号 @nifty ID
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言青 薑書

@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下「業務」 とい

う。）に関する平成31年4月1日付け契約（単価契約）について,@nifty会員規約,@nifty
法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか，以下の条項によりお請けします。

（業務の名称, 内容等）

第1条業務の名称内容，期間及び料金は，次のとおりとする。

（1） 名称@nifb,接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用

‘ （2） 内容別表のとおり

（3） 期間平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（4） 料金別表のとおり

（代金の支払） 、

第2条富士通株式会社（以下「受注者」というb)は＃期間開始日の属する月の翌月以降，毎

月遅滞なく，前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 ：最高裁判所（以下｢発注者」 という6‘)は》前項の支払請求書を受理した日から起算して3

0日以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

（その他) ，

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は,発注者及び受注者が協議して定める

ものとする｡

平成31年4月 ｜ 日

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 ’ 田中達也

受注者

●
同代理人 東京都港区東新橋一丁目5番2号

富士通株式会社

官公庁営業本部

官庁第三統括営業部長
▲

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿
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(別表）

｢@nifty｣利用契約サービス一覧

インターネット接続サービス(プロバイダ利用料等）①

ー■ーー－1 ' 弩一＝ ‐． '. 雫‐

｜聯
･

I｜

番号’ 利用局課 !@nifty ID
l ’ ’ 内訳

｢51 I |………“ ’主計課 2,000
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言青 言壽

「@nifty接続サービス及び新聞･雑誌記事横断検索サービス等の利用（単価契約)jに

関して》発注者最高裁判所（以下､｢発注者」 という。 ） と受注者富士通株式会社（以下

「受注者jという。 ） との間で平成31年4月1日付けで締結した契約について,令和元

年12月1日付け変更契約を@nifty会員規約f@nifty法人会員規約及び各サービス利用

規約によるほか,下記の条項のとおりお請けします｡

記

1平成31年4月1日付け請書(以下「原請書」という・ ）別表を別紙に差し替える。
2 その他の条項等については，原請書のとおり:とする。

以上

令和元年/2--月3日

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

受注者

東京都港区東新橋一丁目5番2号

富士通株式会社 。

同代理人

官公庁営業本部

官庁第三統括営業部長 ’官庁第三統括営業部長 - ,＃ ．"'も塾x
‘ ギビ,。

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿

、



(別紙）
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燗

｢@nifty｣利用契約サービス一覧

インターネット接続サービス(プロバイダ利用料等）①

@hifty ID
月額費用

（税抜) “’ 内訳利用局課番号

－12,000フレツツ.’|搬5’ ADSL月顛料金 ¥2,000
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言青 薑等

@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下「業務」 とい

う。）に関する令和2年4月1日付け契約(単価契約）について,@nifty会員規約,@niffy法
人会員規約及び各サービス利用規約によるほか,以下の条項によりお請けします。

Ｋ

（業務の名称,内容等）

第’条業務の名称,内容,期間及び料金は,‘次のとおりとする。

（1）名称@nifiy接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用
（2） 内容別表のとおり

(3)期間令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（4）料金別表のとおり

（代金の支払）

第2条富士通株式会社(以下｢受注者」 という。 ）は，期間開始日の属する月の翌月以降，毎
月遅滞な'<，前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2最高裁判所（以下「発注者｣という:。 ）は，前項の支払請求書を受理した日から起算じて3

0日以内に,受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする｡ ：
（その他）

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議して定める

ものとする。

令和2年4月 ／ 日

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

受注者

東京都港区東新橋一丁目5

富士通株式会社

官公庁ビジﾈｽ本部

官庁第三統括ビジネス部長

5同代理人 番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿

ノ



）

｢@nifty｣利用契約サービス一覧
I

ロバイダ利用料等）

月額費用
番号 利用局課 @niftylD

（税抜） ’ 内訳

呵………”’|壷尉．5 ’’
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書言青

Onifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下「業務」 とい

う｡）に関する令和3年4月,日付け契約(単価契約)について,.nifty,ｳｴブｻｲﾄの@nihy
会員規約,@nifty法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか，以下の条項によりお請け
します｡

（業務の名称， 内容等）

第1条業務の名称,内容，期間及び料金は，次のとおりとする。

（1） 名称@nifty接続サービス及び新聞･雑誌記事横断検索サービス等の利用
(2) 内容別表のとおり

(3)期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(4)料金別表のとおり

･(代金の支払)
も 卜

第2条富士通株式会社（以下「受注者」 という。 ）は，期間開始日の属する月の翌月以降毎

月遅滞なく，前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2最高裁判所(以下「発注者」 という。 ）はj前項の支払請求書を受理した日から起算して3

0日以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

（その他）

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は,発注者及び受注者が協議して定める

ものとする。

■
０
６

I

Ⅱ

1

令和3年4月5個菅

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1‘号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

受注者

’

同代理人 東京都港区東新橋一丁目

富士通株式会社

官公庁事業本部

官庁第三事業部長

5番2号

●
1
1

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿
｜
’

霞
1



(別表）

『@nifty』利用契約サービス一覧（令和3年4月から同年9月まで）

①インターネット接続サービス(プロバイダ利用料等）Ｊ
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(別表）

『@nifty｣利用契約サービス一覧（令和3年10月から令和4年3月まで）

①インターネット接続サービス(プロバイダ利用料等）

’ ’
月頚金額
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言青 害

@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下「業務」 という。 ）

に関する令和4年4月1日付け契約（単価契約）について、 @niftyウェブサイトの@nifty会員規

約、@nifty法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか､以下の条項によりお請けします。

（業務の名称,内容等）

第1条業務の名称、内容、期間及び料金は､次のとおりとする。

（1）名称@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用

（2）内容別表1及び2のとおり

（3）期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（4）料金別表1及び2のとおり

（代金の支払）

第2条富士通株式会社（以下「受注者」 という。 ）は、期間開始日の属する月の翌月以降、毎

月遅滞なく、前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。
/ '

2最高裁判所（以下「発注者」 という。 ）は、前項の支払請求書を受理した日から起算して3

0日以内に、受注者の指定する銀行口座に振り込むこ"とにより支払うものとする。

（その他）

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は、発注者及び受注者が協議して定める

ものとする。

1

令和4年4月／ 日

受注者 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

1

1

１
１

同代理人 東京都港区東新橋一丁目

富士通株式会社

官公庁事業本部

官庁第三事業部長

5番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿

●
ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ

１
１。

”

三
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(別表1）

@nifty接続サービス及び新聞．雑詫記事横断検索サービス等の利用

（令和4年4月から同年12月まで）I

①法人契約管理費
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－
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番号

1

利用局課 @nifty ID
月額金顎

(税抜）

500円

月額内訳

法人契約管理費

番号

主計課 2,0”円 フレッツ・ADSL月額料金
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(別表2）

@nifty接続サービス及び新聞・雑鮭記事横断検索サービス等の利用

（令和5年1月から同年3月まで）
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言青 善（変更）

発注者最高裁判所と受注者富士通株式会社との間で令和4年4月1日付けで締結した@nifty接

続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用に関する契約（単価契約）について〈

@niftyウェブサイトの@nifty会員規約、 @nifty法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか、

以下の条項により令和4年10月11日付けで変更契約することをお請けします。

記

1 令和4年4月1日付け請書（以下「原請書」 という。 ）別表1を別紙1のとおり変更する。

2原請書別表2を別紙2のとおり変更する。

3 その他の条項等については、原請書のとおりとする。

令和4年／0月 ／3日

受注者 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

同代理人 東京都港区東新橋一丁目5番2号

富士通株式会社

官公庁事業本部

官庁第三事業部長

最高裁判所

支出負担行為担当官‘

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿●
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@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用

（令和4年4月から同年1 1月まで）

①法人契約管理費

11

月額余額
月額内訳番号1 利用局課 ’＠nifty ID

(税抜）

1 1 11 ‐ ’ 500円!法人契約管理費
息

②インターネヅト接続サービス（プロバイダ利用料等）

月額金額
月額内訳番号I 利用局課 ’＠niftyID

（

主計課 2,000円5 フレッツ・ADSL月額料金
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(別紙2）

(別表2）
@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用

一 （令和4年12月から令和5年3月まで）

①法人契約管理費

月額令額

（税抜）
月額内訳@nifty lD利用局課番号

法人契約管瑳費500円1

一
二
■
■
■
二
■
■
■
■
ロ

ー
凸
■
え

－
６

一
Ｆ
〃

|‘’5 1､200円 @nifty光ライフwithフレッツ標準プラン主計課




